
 

租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等 

に関する法律の施行に関する省令の一部を改正する省令要旨 

 

１ 相手国居住者等が申告対象国内源泉所得に対する所得税につき特定規定に基づき

軽減又は免除を受けようとする場合に適用届出書等を添付しなければならないこと

とされている所得税確定申告書に特定暗号資産の譲渡損失に係る確定損失申告書を

加える。（第九条の二関係） 

 

２ その他所要の規定の整備を行う。 

 

３ この省令は、一部の規定を除き、金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一

部を改正する法律（令和八年法律第   号）の施行の日の属する年の翌年の一月

一日から施行する。（附則関係） 


